
























別紙４－２

1 13,400 部 円 0 円

2 2,500 部 円 0 円

3 7,200 部 円 0 円

4 3,250 部 円 0 円

5 480 部 円 0 円

6 30,000 部 円 0 円

7 11,000 部 円 0 円

8 11,000 部 円 0 円

9 1,000 シート 円 0 円

10 1,200 部 円 0 円

0 円合計（入札金額）

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

単価
（税抜）

合計
（税抜）

令和２年度　全国安全週間説明会資料

No. 印刷物名 数量

離職されたみなさまへ

入札金額内訳書(令和2年度第1回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物）)

受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

不正受給防止リーフレット

写真貼付用シール（印刷無し）

（商号又は名称）

佐賀労働局からのお知らせ

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

雇用保険の特例受給資格者のしおり

令和２年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル



別紙４－２

1 13,400 部 円 0 円

2 2,500 部 円 0 円

3 7,200 部 円 0 円

4 3,250 部 円 0 円

5 480 部 円 0 円

6 30,000 部 円 0 円

7 11,000 部 円 0 円

8 11,000 部 円 0 円

9 1,000 シート 円 0 円

10 1,200 部 円 0 円

0 円

受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

不正受給防止リーフレット

写真貼付用シール（印刷無し）

令和２年度　全国安全週間説明会資料

合計（入札金額）

（商号又は名称）

佐賀労働局からのお知らせ

令和２年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

雇用保険の特例受給資格者のしおり

離職されたみなさまへ

入札金額内訳書(令和2年度第1回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物）)
（再度入札用）

No. 印刷物名 数量
単価
（税抜）

合計
（税抜）









 
 

共 通 仕 様 書 
                                   

                                  佐 賀 労 働 局             

 
1．件名 
    令和 2年度第 1回印刷物の作成（リサイクル対応型印刷物） 
 
2．契約履行場所（納入場所）及び数量 
    別添『仕様書』のとおり。 
 
3．契約履行期限（納入期限） 
    別添『仕様書』のとおり。 
 
4．仕様 

（1）別添『仕様書』のとおり。 
（2）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）の基本方針（平成

30年 2月）の「印刷用紙」及び「印刷」に係る判断の基準等を満たす製品であること。 
（3）上記（2）の判断基準等を満たす使用資材について、当局にてリサイクル適正を確認するた

め、落札業者は「資材確認票」を作成し、契約締結後、直ちに下記 9担当者あて提出をしな

ければならない。なお、落札業者は印刷用紙等の資材の由来が確認できる資材を使用しなけ

ればならない。 
（4）使用資材については、原則として別紙古紙リサイクル適正ランクリストの「Ａランク」の資

材を使用することとする。但し、印刷物の仕様等からＡランク以外の資材を使用せざるを得

ない場合等は、当局と必要書類の提出までに事前に協議を行い、使用の可否について当局の

判断を得なければならない。 
（5）作成した印刷物にはリサイクル適正ランクを下記例のように表示すること。なお、表示場所・

文言等の詳細は担当者と協議の上決定する。 
    
   ※Ａランク資材のみ使用の場合      ※Ａ又はＢランクの資材のみ使用の場合 

      
 
5．著作権及び版権 

（1）本契約にかかる印刷物の作成上発生した著作権は当方に帰属する。（印刷物の納品時にデー

タを記録媒体等にて当方へ引き渡すこと。） 
（2）本契約にかかる印刷物の版権は当方に帰属する。 



 
 

（3）業者にてイラストや写真等を挿入する場合は著作物の権利を必ず確認し、使用の承諾を得て

いること。（著作権関係の事務処理は受託業者が行い、全ての責任を負うこと。） 
 
6．仕様等に対する質疑について 

案件によっては、文章では表現しづらい部分もあるため、入札の前日までには疑義等全て解消

しておくこと。また、疑義等については別添仕様書に記載している担当者と協議すること。但し、

リサイクル適正資材等の件については下記 9担当者と協議すること。 
 
7．再委託について 

再委託については、別紙のとおり。 
 
8．その他の注意点 

（1）本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報漏洩防止対策に万全を期すこと。 
（2）落札者は、仕様書等の不明を理由として、異議を申し立てることはできない。 
（3）契約内容及び金額が変更となるような仕様の変更は、佐賀労働局総務課会計一係以外の部署

の担当者とは行わないこと。 
（4）落札業者は、担当者と校正日、最終原稿渡し日等の打ち合わせを速やかに行うこと。 
（5）打ち合わせは、担当者の指示する日時及び場所にて行うこと。 
（6）校正時において修正指示を行ったにも関わらず、修正が行われていない等が度重なる場合に

は、その後の入札への参加を認めない場合もあるため、誠実に取り組むこと。 
 
9．本案件にかかる問い合わせ先 
   佐賀労働局 総務部 総務課 会計第一係 安藤 
   〒840-0801 佐賀市駅前中央 3-3-20 佐賀第 2合同庁舎４階 
     TEL：0952-32-7155    FAX：0952-32-7156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

令和：  年  月  日              

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

件名  ：            

 

印刷物名：            

 

 

資 材 確 認 票 

 

所在地                       

商号又は名称                    

代表者又は代理人氏名               印                            

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

用紙 本文      

表紙      

見返し      

カバー      

      

      

      

インキ類      

     

     

     

加工 製本加工      

表面加工      

その他加工      

その他      

     

     

     

↓ 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

CまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  



 
 

令和：  年  月  日              

支出負担行為担当官 

  佐賀労働局総務部長 殿 

 

件名  ：            

 

印刷物名：            

 

 

資 材 確 認 票（記載例） 

 

所在地                       

商号又は名称                    

代表者又は代理人氏名               印                            

 

印刷資材 
使用 

有無 

リサイクル 

適性ランク 
資材の種類 製造元・銘柄名 備考 

用紙 本文 ○ Ａ 上質紙 ＊＊製紙／＊＊＊  

表紙 ○ Ａ コート紙 ＊＊製紙／＊＊＊  

見返し ○ Ａ アート紙 ＊＊製紙／＊＊＊  

カバー ―― ――    

      

      

      

インキ類 ○ Ａ 平版インキ ＊＊インキ／＊＊＊  

     

     

     

加工 製本加工 ○ Ａ ＰＵＲ系ホットメルト ＊＊化学／＊＊＊  

表面加工 ○ Ａ  ＯＰニス ＊＊化学／＊＊＊  

その他加工       

その他      

     

     

     

↓ 

使用資材 リサイクル適性 判別 

Aランクの資材のみ使用 印刷用の紙にリサイクルできます  

AまたはBランクの資材のみ使用 板紙にリサイクルできます  

CまたはDランクの資材を使用 リサイクルに適さない資材を使用しています  

古紙リサイクル適正ランクリスト

上の種類を記入 
使用資材の製造元・銘

柄名を記入 

広告ページ、口絵、カラーページ等、

必要に応じ記入 

必要に応じて使用箇所等

を記入 

リサイクル適正ランクを記入 
・資材の種類で確認 
・各種印刷資材データベースを活用し確認 
・個別にメーカー・代理店に確認 

ハガキ・封筒等必要に応

じて記入 



 
 

 
（参考） 

 

 

 

環境物品等の調達の推進に関する基本方針 

（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成３０年２月 
 
 
 
 



 
 

【印刷用紙】                               
塗工されていない

印刷用紙 

 

 

塗工されている印

刷用紙 

【判断の基準】 
①次のいずれかの要件を満たすこと。 

ア．塗工されていないものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材

パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目

指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び白色度

を備考５の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上であ

ること。 
イ．塗工されているものにあっては、古紙パルプ配合率、森林認証材パ

ルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目指

した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合及び塗工量を

備考５の算定式により総合的に評価した総合評価値が80以上である

こと。 
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採

に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関する法令に

照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材工

場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造された

バージンパルプには適用しない。 
③製品の総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、

及び評価値）がウエブサイト等で容易に確認できること。 
④再生利用しにくい加工が施されていないこと。 
 
【配慮事項】 
①古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。 
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とされる

原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものであ

ること。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの利用割合が可能

な限り高いものであること。 
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及

び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 

備考） １ 「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれかをい

う。 

ア．森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないようにするな

ど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様性の保全等の環境

的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保について配慮された森林から

産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用するパルプ 

イ．資源の有効活用となる再・未利用木材（廃木材、建設発生木材、低位利用木材（林地残材、か

ん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり材、小径材などの

木材）及び廃植物繊維）を調達するとの方針に基づいて使用するパルプ 

２ 「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。 

３ 「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、



 
 

その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び塗工量をいう。 
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割合及び

間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調達方針に基づ

いて使用するパルプをいう。 

４ 「総合評価値」とは備考５に示されるY1又はY2の値をいう。 
「指標値」とは、備考５に示される x1,x2,x3,x4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、備考５に

示される x5,x6の指標項目ごとの値をいう。 
「評価値」とは、備考５の y1,y2,y3,y4,y5について示される式により算出された数値又は定められ

た数値をいう。 

５ 総合評価値、評価値、指標値、加算値は以下の式による。 

Y1 = (y1 + y2 + y3) + y4 

Y2 = (y1 + y2 + y3) + y5 
y1 = x1 –10 （60≦x1≦100） 
y2 = x2 + x3 （0≦x2 + x3≦40） 
y3 = 0.5×x4 （0≦x4≦40） 
y4 = –x5 + 75 （60≦x5≦75, x5＜60→x5=60, x5＞75→x5=75） 
y5 = –0.5x6 + 20 （0＜x6≦10→x6=10, 10＜x6≦20→x6=20, 20＜x6≦30→x6=30, 

x6＞30→x6=40） 

Y1,Y2及び y1,y2,y3,y4,y5,x1,x2,x3,x4,x5,x6は次の数値を表す。 
Y1（塗工されていない印刷用紙に係る総合評価値）：y1,y2,y3,y4 の合計値を算出し小数点以

下を切り捨てた数値 
Y2（塗工されている印刷用紙に係る総合評価値）：y1,y2,y3,y5 の合計値を算出し小数点以下

を切り捨てた数値 
y1：古紙パルプ配合率に係る評価値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
y2：森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの合計利用割合に係る評価値を算出し小数点第

二位を四捨五入した数値 
y3：その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合に係る評価値を算出し小数点第二位を

四捨五入した数値 
y4：白色度に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値（ファンシーペーパー

又は抄色紙（色上質紙及び染料を使用した色紙一般を含む。）には適用しない。） 
ファンシーペーパー又は抄色紙であって、印刷に係る判断の基準（「印刷」参照）に示

された A ランク（紙へのリサイクルにおいて阻害とならないもの）の紙である場合は

5、それ以外の紙である場合は 0 
y5：塗工量に係る加算値を算出し小数点第二位を四捨五入した数値 
x1：最低保証の古紙パルプ配合率（%） 
x2：森林認証材パルプ利用割合（%） 

x2 ＝ （森林認証材パルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x3：間伐材等パルプ利用割合（%） 

x3 ＝ （間伐材等パルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x4：その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合（%） 

x4 ＝ （その他の持続可能性を目指したパルプ／バージンパルプ）×（100－x1） 
x5：白色度（%） 

白色度は生産時の製品ロットごとの管理標準値とし、管理標準値±3%の範囲内につい

ては許容する。ただし、ロットごとの色合わせの調整以外に着色された場合（意図的

に白色度を下げる場合）は加点対象とならない。 
x6：塗工量（g/㎡） 

塗工量（両面への塗布量）は、生産時の製品ロットごとの管理標準値とする。 



 
 

６ 調達を行う各機関は、印刷用紙を複写機、プリンタ等に使用する場合は、原料表示や製品仕様

等、紙製造事業者等が製品及びウエブサイトに公表する情報提供を踏まえ、本体機器への適性や

印刷品質に留意し、調達を行うこと。 

７ 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの産出

に係る確認を行う場合には、木材関連事業者にあっては、クリーンウッド法に則するとともに、

林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン（平成 18年 2
月 15 日）」に準拠して行うものとする。また、木材関連事業者以外にあっては、同ガイドライン

に準拠して行うものとする。 

８ 紙の原料となる間伐材の確認は、林野庁作成の「間伐材チップの確認のためのガイドライン（平

成 21年 2月 13日）」に準拠して行うものとする。 

９ 紙の場合は、複数の木材チップを混合して生産するため、製造工程において製品ごとの実配合

を担保することが困難等の理由を勘案し、間伐材等の管理方法は環境省作成の「森林認証材・間

伐材に係るクレジット方式運用ガイドライン（平成 21 年 2 月 13 日）」に準拠したクレジット方

式を採用することができる。また、森林認証材については、各制度に基づくクレジット方式によ

り運用を行うことができる。 

なお、「クレジット方式」とは、個々の製品に実配合されているか否かを問わず、一定期間に製

造された製品全体に使用された森林認証材・間伐材等とそれ以外の原料の使用量に基づき、個々の

製品に対し森林認証材・間伐材等が等しく使われているとみなす方式をいう。 

 
【印刷】 

印刷 【判断の基準】 
＜共通事項＞ 

①印刷・情報用紙に係る判断の基準（「紙類」参照。）を満たす用紙が使用

されていること。ただし、冊子形状のものについては表紙を除くものと

し、紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料

の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林

に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、

間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生す

る端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパル

プには適用しない。 
②表１に示されたＢ、Ｃ及びＤランクの紙へのリサイクルにおいて阻害要

因となる材料が使用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的か

ら使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法を記載すること。 
③印刷物へリサイクル適性を表示すること。 
④印刷の各工程において、表２に示された環境配慮のための措置が講じら

れていること。 
 
＜個別事項＞ 

①オフセット印刷 
ア．植物由来の油を含有したインキであって、かつ、芳香族成分が1%未

満の溶剤のみを用いるインキが使用されていること。 



 
 

イ．インキの化学安全性が確認されていること。 
②デジタル印刷 

ア．電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッ

ジの化学安全性に係る判断の基準（「トナーカートリッジ」参照。）を

満たすトナーが使用されていること。 
イ.電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっ

ては、トナー又はインクの化学安全性が確認されていること。 
 
【配慮事項】 
①印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。 
②デジタル化の推進等（DTP、CTP、DDCP方式の採用等）により廃棄物

の発生が可能な限り抑制されていること。 
③揮発性有機化合物（VOC）の発生抑制に配慮されていること。 
④インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再

使用又はリサイクルされていること。 
⑤印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が

可能な限り抑制されていること。 
⑥紙の原料にバージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原

木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出されたものである

こと。ただし、間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材

工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造され

たバージンパルプには適用しない。 
⑦製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及

び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。 

備考） １ 本項の判断の基準の対象とする「印刷」は、紙製の報告書類、ポスター、チラシ、パンフレッ

ト等の印刷物を印刷する役務とし、文具類等他の品目として調達する場合を除く。ただし、他の

品目として調達する場合にあっても、可能な限り本項の判断の基準を満たすよう努めること。 

２ 「オフセット印刷」とは、印刷版の印刷インキを転写体に転移し、さらにこれを紙などに再転

移する印刷方式をいう。 

３ 「デジタル印刷」とは、無版印刷であって電子写真方式またはインクジェット方式による印刷

方式をいう。 

４ 判断の基準＜共通事項＞②及び③の印刷物リサイクル適性の表示等については、古紙再生促進

センター作成、日本印刷産業連合会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考

とすること。ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランクが定められていない場合には、

適用しないものとする。 

５ 判断の基準＜共通事項＞③の「リサイクル適性の表示」は、次の表現とすること。ただし、長

期間にわたり保存・保管する等リサイクルを前提としない印刷物については、適用しないものと

する。なお、古紙リサイクル適性ランク及び表示方法については、「リサイクル対応型印刷物製

作ガイドライン」の検討結果を踏まえ、適切に見直しを行うものとする。 



 
 

ア．Ａランクの材料のみ使用する場合は「印刷用の紙にリサイクルできます」 

イ．ＡまたはＢランクの材料のみ使用（ア．の場合を除く。）する場合は「板紙にリサイクルでき

ます」 

ウ．ＣまたはＤランクの材料を使用する場合は「リサイクルに適さない資材を使用しています」 

なお、製本加工したカレンダーであって、綴じ部と本紙が分離可能なものについては、本紙の

用紙ごとにリサイクル適性を表示すること。 

６ 調達を行う各機関は、表３の資材確認票を参考とし、使用される資材等について確認すること。

なお、印刷物の長期使用、強度補強等のため光沢ラミネート等を行うことが望ましい場合もある

ことを勘案し、使用目的等にあった資材を適切に選択すること。 

７ 「植物由来の油を含有したインキ」とは、植物由来の油含有量の比率が、インキの種類ごとに

下表のとおり定める要件を満たすものをいう。 

インキの種類 植物由来の油含有量比率 

新聞オフ輪インキ 30%以上 

ノンヒートオフ輪インキ 30%以上 

枚葉インキ 

（ただし、金、銀、パール、白インキ） 
20%以上 

（10%以上） 

ビジネスフォームインキ 20%以上 

ヒートセットオフ輪インキ 7%以上 

各種UVインキ 7%以上 

８ 「芳香族成分」とは、JIS K 2536に規定されている石油製品の成分試験法をインキ溶剤に準用

して検出される芳香族炭化水素化合物をいう。 

９ 判断の基準＜共通事項＞④及び配慮事項②③④⑤については、日本印刷産業連合会作成の「日

印産連『オフセット印刷サービスグリーン基準』及び『グリーンプリンティング（GP）認定制

度』ガイドライン」を参考とすること。 

１０ 調達を行う各機関は、必要に応じ表４のチェックリストを参考とし、印刷の各工程における

基準について確認すること。 

１１ 判断の基準＜個別事項＞①イの「化学安全性」とは、次のア及びウを満たすことをいう。ま

た、判断の基準＜個別事項＞②イの「化学安全性」とは、次のア又はイのいずれかを満たし、か

つ、ウを満たすことをいう。 

ア．印刷インキ工業連合会の「印刷インキに関する自主規制（NL規制）」（平成 23年 9月 1日改

訂）に適合していること。 

イ．特定の化学物質（鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化合物、六

価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテル）が含有率基準

値を超えないこと。特定の化学物質の含有率基準値は、JIS C 0950:2008（電気・電子機器の特

定の化学物質の含有表示方法）の附属書Ａの表 A.1（特定の化学物質、化学物質記号、算出対

象物質及び含有率基準値）に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目につい

ては、上記 JISの附属書Ｂに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについては JIS C 



 
 

0950:2008に準ずるものとする。 

ウ．特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（平成11年法律

第 86号）の対象物質を特定していること（SDS（安全データシート）を備えていること。）。 

１２ 調達を行う各機関は、印刷物の必要な部数・量を適正に見積り、過大な発注とならないよう

努めること。 

１３ 紙の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林からの

産出に係る確認を行う場合には、林野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明の

ためのガイドライン(平成 18年 2月 15日)」に準拠して行うものとする。なお、都道府県等によ

る森林、木材等の認証制度も合法性の確認に活用できることとする。 

 
表１ 古紙リサイクル適性ランクリスト 

  【Ａランク】 【Ｂランク】 【Ｃランク】 【Ｄランク】 

紙、板紙へのリサイクル

において阻害にならな

い 

紙へのリサイクルには

阻害となるが、板紙への

リサイクルには阻害と

ならない 

紙、板紙へのリサイクル

において阻害になる 

微量の混入でも除去す

ることが出来ないた

め、紙、板紙へのリサ

イクルが不可能になる 

①

紙 

【普通紙】 

 アート紙／コート紙／

上質紙／中質紙／更紙 

－ － － 

【加工紙】 

抄色紙(Ａ)*／ファンシ

ーペーパー(Ａ)*／樹脂

含浸紙（水溶性のもの） 

【加工紙】 

抄色紙(Ｂ)*／ファンシ

ーペーパー(Ｂ)*／ポリ

エチレン等樹脂コーテ

ィング紙／ポリエチレ

ン等樹脂ラミネート紙

／グラシンペーパー／

インディアペーパー 

【加工紙】 

抄色紙(Ｃ)*／ファンシ

ーペーパー(Ｃ)*／樹脂

含浸紙（水溶性のものを

除く）／硫酸紙／ターポ

リン紙／ロウ紙／セロ

ハン／合成紙／カーボ

ン紙／ノーカーボン紙

／感熱紙／圧着紙 

【加工紙】 

捺染紙／昇華転写紙／

感熱性発泡紙／芳香紙 

 



 
 

 
 【Ａランク】 【Ｂランク】 【Ｃランク】 【Ｄランク】 

②

イ

ン

キ

類 

【通常インキ】 

凸版インキ／平版イン

キ（オフセットインキ）

／溶剤型グラビアイン

キ／溶剤型フレキソイ

ンキ／スクリーンイン

キ 

【通常インキ】 

水性グラビアインキ／

水性フレキソインキ 

－ － 

【特殊インキ】 

リサイクル対応型UV

インキ☆／オフセット

用金・銀インキ／パール

インキ／OCRインキ

（油性） 

【特殊インキ】 

UVインキ／グラビア

用金・銀インキ／OCR 

UVインキ／EBインキ

／蛍光インキ 

【特殊インキ】 

感熱インキ／減感イン

キ／磁性インキ 

【特殊インキ】 

昇華性インキ／発泡イ

ンキ／芳香インキ 

【特殊加工】 

OPニス 

－ － － 

【デジタル印刷インキ

類】 

リサイクル対応型ドラ

イトナー☆ 

【デジタル印刷インキ

類】 

ドライトナー 

－ － 

③

加

工

資

材 

【製本加工】 

製本用針金／ホッチキ

ス等／難細裂化EVA系

ホットメルト☆／PUR

系ホットメルト☆／水

溶性のり 

【製本加工】 

製本用糸／EVA系ホッ

トメルト 

【製本加工】 

クロス貼り（布クロス、

紙クロス） 

－ 

【表面加工】 

光沢コート(ニス引き、

プレスコート） 

【表面加工】 

光沢ラミネート（PP貼

り）／UVコート、UV

ラミコート／箔押し 

－ － 

【その他加工】 

リサイクル対応型シー

ル（全離解可能粘着紙）

☆ 

【その他加工】 

シール（リサイクル対応

型を除く） 

【その他加工】 

立体印刷物（レンチキュ

ラーレンズ使用） 

－ 



 
 

④

そ

の

他 

－ 【異物】 

粘着テープ（リサイクル

対応型） 

【異物】 

石／ガラス／金物（製本

用ホッチキス、針金等除

く）／土砂／木片／プラ

スチック類／布類／建

材（石こうボード等）／

不織布／粘着テープ（リ

サイクル対応型を除く） 

【異物】 

芳香付録品（芳香剤、

香水、口紅等） 

備考）１ ☆印の資材（難細裂化EVA系ホットメルト、PUR系ホットメルト、リサイクル対応型UVインキ、

リサイクル対応型シール、リサイクル対応型ドライトナー）は、日本印刷産業連合会の「リサイクル

対応型印刷資材データベース」に掲載されていることを確認すること。 
２ * 印の資材（抄色紙、ファンシーペーパー）は、環境省の「グリーン購入法.net」に掲載されて

いる各製品のリサイクル適性を確認すること。 
 

表２ オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準 

工程 項 目 基 準 

製版 

デジタル化 工程のデジタル化（DTP化）率が 50%以上であること。 

廃液及び製版フィルムか

らの銀回収 

製版フィルムを使用する工程において、廃液及び製版フィルムから銀

の回収を行っていること。 

刷版 
印刷版の再使用又はリサ

イクル 

印刷版（アルミ基材のもの）の再使用又はリサイクルを行っているこ

と。 

印 

 

刷 

オ

フ

セ

ッ

ト 

VOCの発生抑制 廃ウェス容器や洗浄剤容器に蓋をする等のVOCの発生抑制策を講じ

ていること。 

輪転印刷工程の熱風乾燥印刷の場合にあっては、VOC 処理装置を設

置し、適切に運転管理していること。 

製紙原料へのリサイクル 損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料へのリサイク

ル率が 80%以上であること。 

デ

ジ

タ

ル 

印刷機の環境負荷低減 省電力機能の活用、未使用時の電源切断など、省エネルギー活動を行

っていること。 

製紙原料等へのリサイク

ル 

損紙等（印刷工程から発生する損紙、残紙）の製紙原料等へのリサイ

クル率が 80%以上であること。 

表面 

加工 

VOCの発生抑制 アルコール類を濃度 30%未満で使用していること。 

製紙原料等へのリサイク

ル 

損紙等（光沢加工工程から発生する損紙、残紙、残フィルム）の製紙

原料等へのリサイクル率が 80%以上であること。 

製本 

加工 

騒音・振動抑制 窓、ドアの開放を禁止する等の騒音・振動の抑制策を講じていること。 

製紙原料へのリサイクル 損紙等（製本工程から発生する損紙）の製紙原料へのリサイクル率が

70%以上であること。 

備考） １ 本基準は、印刷役務の元請か下請かを問わず、印刷役務の主たる工程を行う者に適用するもの

とし、オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷役務の一部の工程を行う者には適用しな

い。 



 
 

２ 製版工程においては、「デジタル化」又は「廃液及び製版フィルムからの銀回収」のいずれか

を満たせばよいこととする。 

３ 製版工程の「銀の回収」とは、銀回収システムを導入している又は銀回収システムを有するリ

サイクル事業者、廃棄物回収業者に引き渡すことをいう。なお、廃液及び製版フィルムからの銀

の回収は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 

４ 刷版工程の印刷版の再使用又はリサイクル（印刷版に再生するものであって、その品質が低下

しないリサイクルを含む。）は、技術的に不可能な場合を除き、実施しなければならない。 

５ オフセット印刷工程における「VOCの発生抑制」、デジタル印刷工程における「印刷機の環境

負荷低減」及び製本加工工程における「騒音・振動抑制」については、当該対策を実施するため

の手順書等を作成・運用している場合に適合しているものとみなす。 

６ デジタル印刷工程、表面加工工程の「製紙原料等へのリサイクル」には、製紙原料へのリサイ

クル以外のリサイクル（RPF への加工やエネルギー回収等）を含む。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

（別紙） 
 

再委託についての要件 
 
第１ 再委託について 

（１） 委託業務の全部を第三者に委託することはできない。 
（２） 委託業務の一部を再委託する場合には、再委託に係る承認申請書を提出し、佐賀労働局の承

認を受けなければならない。ただし、当該再委託の金額が５０万円未満の場合はこの限りで

はない。 
（３） 委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者（以下「再委託者」

という。）の行為について、すべての責任を負うものとする。 
（４） 委託業務の一部を再委託するときは、この契約を遵守するために必要な事項について、再委

託者と約定しなければならない。 
 
第２ 再委託先の変更 
   落札者は、再委託先を変更する場合、再委託金額が５０万円未満の場合を除き、再委託に係る変

更承認申請書を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 
 
第３ 履行体制 

（１） 落札者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号

又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を発注者に提出しなけ

ればならない。 
（２） 落札者は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を発注者に届け

出なければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 
・受託業務の実施に参加する事業者（以下「事業参加者」という。）の名称のみの 
変更の場合。 

・事業参加者の住所の変更のみの場合。 
・契約金額の変更のみの場合。 

（３）前項の場合において、発注者は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認め 
たときは、落札者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 

 
※ 再委託に係る承認申請書等の様式については、契約締結後に交付する。 
 



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（　）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

種別 Kg

Ａ４ 判

2 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　令和 2 年 4 月 17 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

納入期限

問合せ先・担当者名

佐賀労働局　総務部　労働保険徴収室

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎４階

0952-32-7168

0952-32-7151

久富　喜代子

納入場所

佐賀労働局　総務部　労働保険徴収室

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎４階

0952-32-7168

0952-32-7151

製本・加工等

校正
原稿提供時期

補足事項

段ボール箱３～４箱程度に分けて納品のこと。

頁数

・

用紙 再生コート紙 厚さ A判 46.5

印刷 両面印刷 ２色（黒・赤）

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体及び電子データ（word） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 13,400 部

1

仕様書

印刷物名称 佐賀労働局からのお知らせ(41)

種類 リーフレット



別紙２

有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（　）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 4 頁 155 頁 → 仕切紙を含む

表紙 Kg

目次 Kg

本文 Kg

表紙

目次

本文

Ａ４ 判

3 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

令和 2 年 5 月 11 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局　職業安定部　職業安定課

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎　６階

0952-32-7216

0952-32-7223

山田　敏彦

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

原稿は見本の字句を訂正してペーパーで提供する。

背表紙に文字記入あり。（令和２年度 明るい職場をめざして　佐賀労働局職業安定部）

字体・レイアウト・デザイン等は見本を参考に担当者と協議のうえ決定する。

挿入する表紙のイラストについては担当者と協議のうえ決定する。

表紙色：橙色、仕切紙：水色地に黒文字

仕上規格 タテ

製本・加工等 無線綴じ

校正
原稿提供時期 令和2年4月10日

校正回数

35.0

印刷

片面 ２色（　・　）

両面 １色（黒）

両面 １色（黒）

用紙

種別 再生コート紙 厚さ A判

種別 再生上質紙 厚さ A判

86.5

種別 再生上質紙 厚さ A判 35.0

・

可  ・ 一部可  ・  否

頁数
163

目次 本文

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体及び電子データ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと（業者にて再度確認のこと）

部数 2,500 部

2

仕様書

印刷物名称 　令和２年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 2 頁 56 頁 以内

表紙 Kg

目次 Kg

本文 Kg

表紙

目次

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・本文中、ミシン目入り4枚

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

・詳細は、見本を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷が可な部分もあるが、法律の改正

　等に伴い、字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

・しおり挿入のリーフレット2枚（Ｐ37～38、Ｐ39～40）は、原稿はカラーだが、2色（赤・

　黒）の範囲内で着色

仕上規格 タテ

製本・加工等 無線綴じ

校正
原稿提供時期

用紙

種別 再生色上質紙 厚さ 厚口

種別 再生上質紙 厚さ

印刷

両面印刷 １色（黒）

両面印刷 １色（黒）

両面印刷 ２色（黒・赤）

厚口

ブルー

種別 再生上質紙 厚さ 厚口 35.0

35.0

・

可 ・ 一部 ・ 否

頁数
62

目次 本文

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データ（word及びexcel） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 7,200 部

仕様書

印刷物名称 雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

種類 冊子

3

有有 否有有 無可 無無無有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 20 頁

表紙 Kg

本文 Kg

表紙

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

・詳細は、見本を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷が可な部分もあるが、改元や法律の改正

　等に伴い、字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

・しおり挿入のリーフレット2枚（Ｐ１7～１８、Ｐ１９～２０）は、原稿はカラーだが、2色（赤・

　黒）の範囲内で着色

仕上規格 タテ

製本・加工等 中綴じ

校正
原稿提供時期

35.0

印刷
両面印刷 １色（黒）

両面印刷 ２色（黒・赤）

用紙
種別 再生色上質紙 厚さ 厚口 もえぎ色

種別 再生上質紙 厚さ 厚口

・

可 ・ 一部 ・ 否

頁数
24

本文 以内

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データ（word及びexcel） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 3,250 部

仕様書

印刷物名称 雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

種類 冊子

4

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

総頁数 頁

表紙 4 頁 12 頁 頁 以内

表紙 Kg

本文 Kg

表紙

本文

Ａ４ 判

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

・詳細は、高年齢受給資格者のしおりを参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷が可な部分もあるが、改元や法律の改正

　い、字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

仕上規格 タテ

製本・加工等 中綴じ

校正
原稿提供時期

35.0

印刷
両面印刷 １色（黒）

両面印刷 ２色（黒・赤）

用紙
種別 再生色上質紙 厚さ 厚口 濃クリーム色

種別 再生上質紙 厚さ 厚口

・

可 ・ 一部 ・ 否

頁数
16

本文

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データ（word及びexcel） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 480 部

仕様書

印刷物名称 雇用保険の特例受給資格者のしおり

種類 冊子

5

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（ ）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

種別 Kg

Ａ４ 判

8 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回

・詳細は、見本を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷は可能だが、改元や法律の改正

　等に伴い一部字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等 中綴じ

校正
原稿提供時期

補足事項

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

頁数

・

可・一部可・否

用紙 再生上質紙 厚さ 厚口 白色

印刷 両面印刷 ４色

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 電子データのみ（word） 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 30,000 部

仕様書

印刷物名称 離職されたみなさまへ

種類 パンフレット

6

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（３）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

種別 Kg

Ａ４ 判 （Ａ３折り込み）

4 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等 二つ折り

校正
原稿提供時期

補足事項

・詳細は、前回作成分（見本）を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷は可能だが、改元や法律の改正

　等に伴い一部字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

頁数

・

可・一部可・否

用紙 コート紙 厚さ 厚口 57.5

印刷 両面印刷 ４色

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体のみ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 11,000 部

仕様書

印刷物名称 受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

種類 リーフレット

7

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（８）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否

種別 Kg

Ａ４ 判 （Ａ３折り込み）

4 頁

落札業者決定後可能

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

製本・加工等 二つ折り

校正
原稿提供時期

補足事項

・詳細は、前回作成分（見本）を参照のこと。

・こちらより提供する原稿のダイレクト印刷は可能だが、改元や法律の改正

　等に伴い一部字句等の変更を依頼する場合がある（詳細は担当者と協議）

・用紙はグリーン購入法適合製品で、リサイクルマーク印刷のこと。

頁数

・

可・一部可・否

用紙 コート紙 厚さ 厚口 57.5

印刷 両面印刷 ４色

仕上規格 タテ

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体のみ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有無
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと

部数 11,000 部

仕様書

印刷物名称 不正受給防止リーフレット

種類 リーフレット

8

有有 否有有 無可 無無無



落札業者決定後可能

校正回数 1 回

　　令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局職業安定部職業安定課　

佐賀市駅前中央３丁目３－２０

０９５２－３２－７２１６

０９５２－３２－７２２３

雇用保険監察官 　川副　淳美

納入期限

納入場所

別表「納入先一覧」のとおり。

補足事項

・１シートに１５枚　

･無色透明

・詳細は、前回作成分（見本）を参照のこと。

見　本 有　・　無

校正
原稿提供時期

部数 1,000 部

仕様書

印刷物名称 写真貼付用シール（印刷無し）

種類 シール　　

9

有有 否有有 無可 無無無



有 ・ 無

提出した原稿に落札業者側で手を加え原稿を作成する作業。 有 ・ 無

有 無

写（　）点 イ（　）点

ノンブル（業者によるページ数記入） 有 ・ 無

ダイレクト印刷（写真製版）の可・否 有 ・ 無

総頁数 頁

表紙 4 頁 1 頁 23 頁

表紙 Kg

目次 Kg

本文 Kg

表紙

目次

本文

Ａ４ 判

5月上旬まで

校正回数 2 回（文字だけではなく、イラスト、デザインの変更も含む）

令和 2 年 5 月 18 日

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

名称

所在地

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名

問合せ先・担当者名

佐賀労働局　労働基準部　健康安全課

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎　４階

0952-32-7176

0952-32-7182

大石

納入期限

納入場所

佐賀労働局　労働基準部　健康安全課　

佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第２合同庁舎　４階

0952-32-7176

0952-32-7182

校正
原稿提供時期

補足事項

・用紙の種別・厚さは見本と同じものとする。

・印刷は、提供した紙媒体の原稿を写真製版により行う。

・令和２年度 技能講習・安全衛生教育実施計画表は、三つ折とする。

・包装は、10部を1包、20部を２包、50部を１包、100部を11包とする。

・原稿の提供時期は、統計データ確定（令和2年4月中旬）以降の4月下旬～5月上旬となる。

製本・加工等 無線綴じ

印刷

両面印刷 １色（黒）

両面印刷 １色（黒）

35.0

両面印刷 １色（黒）

仕上規格 タテ

86.5

種別 再生上質紙 厚さ A判 35.0

・

頁数
28

目次 本文

用紙

種別 再生上質紙 厚さ A判

種別 再生上質紙 厚さ A判

・ 無

作成した基本フォーマットに対し、文字、写真、イラスト等を効果
的に配置していく作業。

有 ・ 無

有

原稿提供方法 紙媒体のみ 見　本

編集・デザイン

企画、デザインの方向性の決定やページのバランス、原稿チェッ
ク等を行うこと。

業者への写真・イラスト（フリーアート等）の挿入・作成依頼の有
無。
※【有】の場合は、何点挿入・作成依頼するかを記入のこと。

部数 1,200 部

10

仕様書

印刷物名称 令和２年度　全国安全週間説明会資料

種類 冊子

有有 否有有 無可 無無無



納入場所一覧

安定部 佐賀所 唐津所 武雄所 伊万里所 鳥栖所 鹿島所

2 部 50 880 380 300 260 400 230 2,500

3 部 100 2,700 1,050 750 750 1,250 600 7,200

4 部 30 1,250 470 300 300 600 300 3,250

5 部 10 175 170 30 15 10 70 480

6 部 100 13,900 4,000 2,600 2,250 4,900 2,250 30,000

7 部 50 4,900 1,400 1,050 1,000 1,750 850 11,000

8 シート 10 445 145 90 80 150 80 1,000

9 部 50 4,900 1,400 1,050 1,000 1,750 850 11,000

＊納入場所＊

職業安定部 〒840-0801 佐賀市駅前中央3-3-20　佐賀第2合同庁舎　6階 TEL：0952-32-7216

佐賀公共職業安定所 〒840-0826 佐賀市白山2-1-15 TEL：0952-38-5250

唐津公共職業安定所 〒847-0817 唐津市熊原町3193 TEL：0955-72-8609

武雄公共職業安定所 〒843-0023 武雄市武雄町昭和39-9 TEL：0954-22-4155

伊万里公共職業安定所 〒848-0027 伊万里市立花町通谷1542-25 TEL：0955-23-2131

鳥栖公共職業安定所 〒841-0035 鳥栖市東町1-1073 TEL：0942-82-3108

鹿島公共職業安定所 〒849-1311 鹿島市高津原二本松3524-3 TEL：0954-62-4168

No. 品名 単位
佐賀労働局

離職されたみなさまへ

受給資格者に対する早期就業促進リーフレット

写真貼付用シール

不正受給防止リーフレット

合計

令和２年度　明るい職場をめざして　従業員採用のマニュアル

雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり

雇用保険の高年齢受給資格者のしおり

公共職業安定所

雇用保険の特例受給資格者のしおり


